国の通知には下記のように出ています。

就労継続支援Ｂ型サービス費

就労継続支援Ｂ型サービス費の区分について
就労移行継続支援Ｂ型サービス費については、利用者を通所させて就労継続支援Ｂ型を提供した場合又は施設入所支援を併せて利用する者に対し、就労継続支援Ｂ型を提供した場合（特定旧法受給者に限る。）に、指定就労継続支援Ｂ型事業所における利用者の状況及び当該指定就労継続支援Ｂ型事業所における人員配置に応じ、算定する。

（一） 就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅰ）については、障害基礎年金１級受給者が利用者の数の100分の50（特定旧法指定施設が就労継続支援Ｂ型を行う場合にあっては、平成21年３月31日までの間に限り、100分の20とする。）以上である指定就労継続支援Ｂ型事業所であって、従業者の員数が利用者の数を7.5で除して得た数以上であること。

（二） 就労移行支援サービス費（Ⅱ）については、就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅰ）以外の指定就労継続支援Ｂ型事業所であって、従業者の員数が利用者の数を10で除して得た数以上であること。

（三） 基準該当就労継続支援Ｂ型サービス費については、社会福祉法及び生活保護法に規定する授産施設（以下「社会事業授産施設」という。）利用者のうち、社会事業授産施設事務費の対象とならない障害者を通所させて基準該当就労継続支援Ｂ型を提供した場合に算定する。
